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保育所途中入園申込みについて 

「あいち電子申請・届出システム（Graffer）」を使用して、電子申請にて申込みをしていただきます。 

１． 受付日程 

【０～２歳児】 

入所希望月 申込受付期間 

５月 ４月１０日（木）午後３時まで 

６月 ４月１０日（木）午後３時から５月９日（金）午後３時まで 

７月 ５月９日（金）午後３時から６月１０日（火）午後３時まで 

８月 ６月１０日（火）午後３時から７月１０日（木）午後３時まで 

９月 ７月１０日（木）午後３時から８月８日（金）午後３時まで 

１０月 ８月８日（金）午後３時から９月１０日（水）午後３時まで 

１１月 ９月１０日（水）午後３時から１０月１０日（金）午後３時まで 

１２月 １０月１０日（金）午後３時から１１月１０日（月）午後３時まで 

１月 （令和８年） １１月１０日（月）午後３時から１２月１０日（水）午後３時まで 

２月 １２月１０日（水）午後３時から１月９日（金）午後３時まで 

３月 １月９日（金）午後３時から２月１０日（火）午後３時まで 

 ※育休復帰の方については、３か月後入園希望分から申込み受付が可能です。 

 （例：10 月中に育休復帰予定の方は、「６月１0 日午後３時～８月８日午後３時まで」の受付期間から申込

み可能です。合計３回入園審査を受けることができます。） 

【３～５歳児】   

随時申請受付 

※２週間～１か月後入園希望分から申込み受付が可能です。 

※電子申請後は、申込完了の旨を保育課へご連絡ください。 

※３歳児以上児の３月１０日１５時までの申請分については点数順で審査させていただきます。それ以

降は随時審査をとらせていただきます。 

 

２．事前準備 

電子申請には、以下の書類をご準備いただく必要があります。あらかじめご用意の上、お手続

きください。みよし市ホームページからダウンロードまたは保育課で配布しております。（入力フ

ォームに紙面の画像データを添付していただきます。）                                   

（１） 就労証明書等の保育の必要性を証明する書類       

（２） 保育園入園確認書 

※家庭状況によって必要書類が異なります。詳しくは、下記みよし市ホームページをご覧ください。 

https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kosodate/hoikuen/hoikushonyuusho.html 



令和７（2025）年度 

2 

 

３．電子申請 

下記 QR コードからみよし市ホームページにアクセスし、サイト内（ページ下方の「入園までの

流れ」を参照）URL から申請又は、インターネット検索で、「みよし市 Graffer」と検索し、シ

ステム内の検索キーワードに「保育所」と入力して検索してください。 

 

みよし市ホームページ 

 

 

 

 

 

※電子申請内容に不備がある場合は、メールまたは電話にて修正のご連絡をいたします。 

 

４．入園審査・決定 

【０～２歳児のながれ】 

前回の〆切後～毎月１０日（土日祝の場合はその前開庁日）の平日（最終日は午後３時 

まで）に翌月入園希望者(育休復帰においては３か月後入園希望分まで)の申込み受付 

 

毎月 1０日（土日祝の場合はその前開庁日）の午後３時から、定員に空きがある園について 

入園審査・利用施設調整し、保育必要性の高い児童の保護者から順に電話で入園意思の確認 

 

入園決定（翌月以降に入園）        待機児童名簿に登録 

 

【３～５歳児のながれ】 

随時、申込み受付 

 

入園審査・利用施設調整し、電話で入園意思の確認 

 

入園決定（２週間程度後に入園）    待機児童名簿に登録 

 

 

５．入園決定後 

（１） 入園決定した園で面談を受けていただきます。 

面談では、電子申請の際に添付した以下の書類をお持ちください。 

ア． 就労証明書等の保育の必要性を確認する書類 

イ． 保育園入園確認書 
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（２）入園決定後に保育課から提出を依頼する書類があります。 

対象者 提出及び添付が必要な書類等 

入園決定者全員 保育料等口座振替申込書 

下記期間にみよし市外にお住まいの方 

【４～８月入園者】 

令和６（2024）年１月１日の時点でみよし市以

外に住民票がある方 

【９～３月入園者】 

令和７（2025）年１月１日の時点でみよし市以

外に住民票がある方 

個人番号報告書 

※令和５（2023）年中又は令和６（2024）年中に一

時期でも海外就労していた方は、その期間の所得が

分かる資料が必要です。 

 

                       担 当 保育課 

                      電 話 ０５６１―７６－５４２０（直通） 

                       ﾌｧｸｼﾐﾘ ０５６１―７６－５１０３ 

                       電子メール hoiku@city.aichi-miyoshi.lg.jp  

                        


